
例①　不足額給付のみが生じる場合
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例②　調整給付金と不足額給付金がどちらも生じる場合
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定額減税可能額との差額

が不足額給付金として支

払われる

（１万円単位切上げ）

定額減税可能額を超えてしまったため

調整給付は支払われない
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令和６年分

推計所得税

（推計値）

住民税

所得割分

所得税分定額減税可能額との

差額が調整給付金とし

て支払われた

（１万円単位切上げ）

所得税の実績値が推計値より少な

かったため、調整給付金算定時と不

足額給付金算定時の差額が不足額給

付金として支払われる

（１万円単位切上げ）

令和６年度
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（実績値）

定額減税可能額とは

所得税分 ３万円×減税対象人数 （令和６年１２月３１日の現況で判断）

住民税所得割分 １万円×減税対象人数 （令和５年１２月３１日の現況で判断）

注）納税義務者本人、控除対象配偶者、扶養親族（１６歳未満扶養親族を含む）
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